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（目 的） 
第１条 この要綱は、東京都台東区契約事務規則（昭和３９年６月台東区規則第１３号。

以下「規則」という。）第２７条の規定により調査基準価格を設定し、落札者を決定する

場合において、同価格を下回る入札が行われたとき、当該入札価格により当該契約の内

容に適合した履行の確保ができるか否かを調査することを目的とする。 
（対 象） 
第２条 この要綱による低入札価格調査の対象とする契約は、予定価格が１,０００万
円以上の清掃業務、警備業務及びその他施設管理業務委託とする。 
（調査基準価格） 

第３条 この要綱による調査基準価格（以下「調査基準価格」という。）は、予定価格

の１０分の９．５から３分の２までの範囲内において、当該業務の予定価格を構成す

る材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して定めた額とする。 

（落札の保留） 

第４条 契約担当者（規則第２条第２項に定める「契約担当者」をいう。以下同じ。）は、

入札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合には、入札者参加者全員

に対して落札の決定を保留する旨の宣言をするとともに、落札者は後日決定することを

知らせて、入札を終了する。 
（調査の実施） 
第５条 契約担当者は、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合には、当該契約

の内容に適合した履行の確保の可否について判断するため、次に掲げる事項について調

査を行う。 
 (１) 業務の履行における人員配置計画の妥当性及び資格・免許等の保有状況 
 (２) 人件費の積算基準単価及び算定時間数、材料費、諸経費等の算出根拠の妥当性 
 (３) 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和３４年法律第１３

７号）等関係法規との整合性 
 (４) 他官公庁及び民間企業との契約実績保有状況 
 (５) 経営状況 
 (６) 前各号のほか、必要と認められる事項 
２ 前項の調査を行うにあたり、契約担当者は、当該入札者に対し当該入札価格の内訳

書を速やかに提出するよう求めるものとする。 

（審査の実施） 
第６条 前条の調査終了後、契約担当者は、当該契約の内容に適合した履行の確保の可



否について審査するものとする。 
（落札者の決定等） 

第７条 前条の審査の結果、当該入札価格では、契約の内容に適合した履行がなされな

いおそれがあると認めたときは、契約担当者は、予定価格の制限の範囲内において入

札した他の者のうち最低の価格をもって入札したものを落札者とする。なお、次順位

者が調査基準価格を下回る入札を行った者であった場合は、前２条の規定により調査

及び審査を行う。 

２ 前条の審査の結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認

めたときは、契約担当者は当該入札者を落札者とする。 

３ 前２項により落札者を決定したときは、契約担当者は入札参加者全員にその旨を通知

する。 
（委 任） 
第８条 この要綱に規定するほか、必要な事項は区長が定める。 
 

付 則 

 この要綱は、平成２１年２月１日から適用する。 


